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平成２４年１０月三木市教育委員会（定例会）会議録 

 

◇ 日  時 

１ 開  会  平成２４年１０月１８日（木）午後２時００分 

２ 閉  会  平成２４年１０月１８日（木）午後５時１５分 

 

◇ 場  所   三木市教育センター ４階 大研修室 

 

◇ 会  議 

１ 開  会 

２ 会議録署名委員の指名 

３ 会議録の承認 

４ 審議事項 

(1)協議事項 

協議事項９ 三木市教育委員会奨学金制度の改正について  

協議事項10 平成２３年度の三木市教育委員会の事務の管理及  

び執行の状況に関する点検・評価報告（案）について 

協議事項11 「(仮称)三木市立中央図書館」建設基本計画 (案 ) 

について 

(2)報告事項 

５ そ の 他 

(1)次回定例教育委員会の開催日時について 

６ 閉  会 

 

◇ 会議に出席した者の職氏名 

教育委員  １番 教 育 委 員 長 里 見  俊 實 

２番 教育委員長職務代行者 水 島  慶 子 

３番 教 育 委 員 稲 見  秀 穂 

４番 教 育 委 員 井 口    徹 

５番 教育委員（教育長） 松 本  明 紀 

事 務 局     教 育 部 長 椿 原  豊 勝 

教 育 総 務 課 長 清 水  正 則 

教 育 環 境 整 備 課 長 井 上  博 務 

学 校 教 育 課 長 古 谷  昭 文 
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文化スポーツ振興課長 松 村  正 和 

教 育 セ ン タ ー 所 長 梶 本  佳 照 

図 書 館 長 告 野  幹 也 

市 民 協 働 課 長 木 村    巧

教育総務課課長補佐 石 田    寛 

教 育 総 務 課 主 任 荒 池  名 月 

傍 聴 者 １人 

 

◇ 会議内容 

協議の結果、里見委員長が傍聴を許可し、傍聴者が入場した。 

 

１ 開  会 

里見委員長が、平成２４年１０月三木市教育委員会定例会の開

会を宣言した。  

 

*************************************************** 

 

２ 会議録署名委員の指名  

里見委員長が、本日の会議の会議録署名委員に、稲見委員と井

口委員を指名した。  

 

*************************************************** 

 

３ 会議録の承認  

平成２４年９月定例会及び９月臨時会の会議録の承認について、里

見委員長が委員に諮り、９月臨時会の会議録について、里見委員長か

ら一部表現について修正を求める発言があった。里見委員長がこのこ

とについて委員に諮り、全員一致で承認された。 

 

*************************************************** 

 

４ 審議事項 

里見委員長が、議事の進行について、協議事項９は政策形成段

階での案件であることから、三木市教育委員会会議規則第７条第

１項ただし書きの規定により、非公開で行い、日程の最後に審議
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することについて委員に諮り、同意された。  

 

 (1) 協議事項 

【協議事項１０】平成２３年度の三木市教育委員会の事務の管  

理及び執行の状況に関する点検・評価報告（案）

について 

 

○ 清水教育総務課長が次のように説明した。  

７月定例会教育委員会において、各委員から指摘があっ

た箇所について、加筆、修正を加えた。また、今回は外部

評価者２名の意見を添付している。その意見の一部におい

て、三木市教育振興基本計画にかかる表現があるが、三木

市教育振興基本計画に沿った事業評価については、平成２

４年度以降となるため、外部評価者と調整の後、削除する

予定である。 

 

（委員）平成２３年度の三木市教育委員会の事務の管理及び執

行の状況に関する点検・評価報告の公表に向けた今後のスケ

ジュールを説明されたい。  

 

（事務局）１１月定例教育委員会での議決後、市議会議長へ報

告書を提出し、市のホームページで公表する予定である。  

 

（委員）外部評価者の意見中、「各学校においては管理職を中

心にメンタルヘルスに配慮した校内支援体制を構築してい

ますが、５０代教員や若手教員において休職者が多数発生

するに至っています。との報告があるのは気がかりであ

る。」との記載があるが、この多数という表現は、相対的

な表現であり、比較の根拠となった資料は何か。  

 

（事務局）全国平均での休職者に対し、当市はその割合が高い

という結果が出ている。  

 

（委員）事務局は、その判断の基となる根拠資料を提出したの

か。 
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（事務局）事務局からは、具体的に示す資料の提出はしていな

い。 

 

（委員）情報を公開するにあたっては、確かに個人情報など留

意が必要なものがある。しかし、法に抵触しない範囲にお

いては、絶対数値などを記載し公表すべきである。なぜな

らば、曖昧な表現にすることにより、市民に不安を与える

ことになる。  

 

（事務局）多数という表現は、受け取り方が人により相違する

ため、外部評価者と調整後、客観的な数値での記載に修正

する。 

 

（委員）外部評価者の意見において、事業の到達目標とその成

果が明示されていないとの指摘がある。しかし、事業によ

っては明示することが困難なものもあり、全体的にはよく

記載されていると考えている。また、外部評価者の三木モ

デルの明確化と充実を図ることの重要性についての記載は、

大変評価すべき意見であると考える。  

 

（委員）大きな方針を点検及び評価することは、困難であるか

もしれないが、教育基本法が改正され、国を愛する態度や

取組、また同時に言い換えるならば、ふるさとを学び、ふ

るさとを愛する心の育成や伝承文化を尊重し、継承発展さ

せていく取組など、教育目標としてもう少し取り入れてい

くことについて検討する必要があるのではないか。それは、

戦後、日本の教育において欠落していた部分である。  

 

（事務局）先ほどの意見については、点検評価においても、ふ

るさとを学び、ふるさとを愛する心の育成として記載して

いる。また、今年度の三木市教育の基本方針においても掲

げており、引き続き取り組んでいきたいと考えている。  

 

（委員）この問題で、目標と成果を記載するには非常に難しい
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項目であるが、常に三木を考えてくれる子どもたちを育て

ないといけない。  

各事業における点検、評価については、非常に丁寧に記

載されている。しかし、一番大切な「確かな学力」や「豊

かなこころ」の育成という大きな目標についての記載がな

い。本当に大切なことは、子どもたちが生きる力を育むこ

とであり、そのために必要な確かな学力であり、こころの

育成であると考えている。その点を冒頭で記載する必要が

あるのではないか。  

 

（委員）各事業の点検と評価は、非常にきれいに整理し、記載

されている。しかし、各事業の特徴やその利点の記載が少

ない。各事業において三木の独自性をもっと強調すること

で点検評価も変わってくると考える。  

 

（委員）これからは地域間競争でもある。教育においてもＰＲ

していかなければいけない。  

 

（委員）外部評価者の意見で、「公民館での事業については、

あまり具体的な評価が見られなかったので、改善していた

だきたい。」とあるが、これは公民館事業において、何か

不都合があるとの誤解を招く恐れがあるのではないか。  

 

（委員）公民館活動については、もっと具体的な記載が必要だ

ということではないのか。  

 

（事務局）外部評価者の意向を確認し、表現を修正する。  

 

委員長が、本日の意見について加筆、修正することにつ

いて委員に諮り、了解を得た。  

 

【協議事項１１】「(仮称 )三木市立中央図書館」建設基本  

計画(案 )について 

○ 告野図書館長が次のように説明した。  

１０月１５日（月）に第６回三木市立中央図書館建設検討
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委員会が開催された。なお、三木市立中央図書館建設検討

委員会は第６回で終了する。「（仮称）三木市立中央図書

館」建設基本計画（案）について、前回からの主な変更点

は次のとおりである。２頁の３整備方針においてユニバー

サルデザインに注釈を付けた。同項の４機能において、教

育センター、児童センター、サン・ライフなどとの相互利

用による相乗効果について加筆した。６頁の（４）利用し

やすい建物周辺整備（ア）において、前回は具体的に記載

をしていたが、屋外の利活用については種々考えられるた

め、具体的に書き込むのは困難であるとの三木市立中央図

書館建設検討委員会の意見を反映し、抽象的な表現に修正

した。施設内レイアウトについては、１階及び２階のトイ

レについて、入り口通路を新たに設けることで、デッドス

ペースの解消を図る。また、２階喫茶コーナーについては、

市民交流室と閲覧室との間に計画していたが、市民交流室

の形状が歪になるため、２階の階段前スペースを活用し設

置する。  

 

（委員）今後の予定について説明願いたい。  

 

（事務局）三木市立中央図書館建設検討委員会が１０月１５日

（月）に終了した。１０月中に「（仮称）三木市立

中央図書館」建設基本計画として決定したい。その後、１２

月市議会へ設計費用の補正予算を提出し、平成２５年１月

から７月にかけて実施設計と造成工事を行い、平成２５年

１１月から建築工事に着手する。開館は、平成２７年１月

を予定している。また、事業費については、１億円増額し、

５億２０００万円を見込んでいる。 

 

（委員）郷土資料コーナーには、歴史的な出土品などの配置は

無く、書籍等のみの配置となるのか。 

 

（事務局）書籍等のみの配置となる。  

 

（委員）今後、歴史資料館に配置する資料との棲み分けをしな
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いといけない。  

 

（委員）現在ある貴重な書類等は、このコーナーには置かない

ということか。 

 

（事務局）歴史資料館と中央図書館に配置する資料の棲み分け

をする。例えば、貴重で展示の方が適切であるものについ

ては歴史資料館へ配置し、貸し出しが可能なものについて

は、中央図書館の郷土資料コーナーに配置するなどが考え

られる。  

 

（委員）資料の棲み分けについては、別途、選定委員のような

ものが必要となるかもしれない。  

６頁（４）利用しやすい建物周辺整備で「駐車場は、文

化会館駐車場を周辺の公共施設と供用します。」とあるが、

中央図書館の専用駐車場は一台もないのか。  

 

（事務局）中央図書館専用の駐車場は計画していない。  

 

（委員）緊急を要する場合のほか、図書搬送業務などに使用す

るため、最低台数の専用駐車場が必要ではないのか。これ

は重要な問題であり、確実に明記しておく必要があると考

える。その点について、５、６台は必要だと考えるが是非、

検討願いたい。  

 

（事務局）一般駐車場とは別に、側溝部分などを活用するなど、

可能なスペースで対応したい。  

 

委員長が、本日の意見を計画に反映することについて委

員に諮り、了解を得た。  

 

(2) 報告事項 

ア 学校教育課報告事項について  

○ 古谷学校教育課長が次のように報告した。  

第７回定例校園長会を１０月１０日（水）に開催し、２４
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年度８月、９月末の生徒指導のまとめ、不登校児童生徒親

の会の実施、市町立学校県負担教職員の人事評価などにつ

いて周知した。主要行事として、９月２２日（土）から小

学校及び幼稚園で運動会を開催した。９月２８日（金）に

加古川東高校教諭井上浩義先生を招き第２回同和教育伝承

講座を開催した。また、９月２９日（土）に三木市中学校

新人大会を開催した。１０月１２日（金）には、三木市の

６年生を全て集めた６（ロック）フレンドリーウォークを

開催した。今後の予定として、２３年度、２４年度の２か

年で全校実施を計画していた三木市教育委員会計画指導訪

問を残り５校で予定している。１０月２２日（月）に総務

建設常任委員会の視察が自由が丘小学校と自由が丘中学校

で予定されている。１０月２９日（月）にみきっこ未来応

援協議会学校教育部会を予定している。また、１１月７日

（水）には、平井山と口吉川小学

校において、教育委員会視察を予定している。その他、１１

月８日（木）に第８回校園長会、１１月１０日（土）に三

木市教育事業学習交流会をそれぞれ予定している。  

 

（委員）総務建設常任委員会の視察は、毎年実施されているの

か。 

 

（事務局）定期的に実施されているわけではない。  

 

（委員）今年は何処で何を視察されるのか。  

 

（事務局）今年は、自由が丘小学校における校庭の芝生化の効

果を検証視察する。その後、自由が丘中学校において、教

職員との意見交換を踏まえて、生徒の学校生活を視察され

る予定である。  

 

（事務局）本年は、いじめ、不登校対策ということで自由が丘

中学校をセンター校として、警察ＯＢによる教育活動支援

員を配置した。この教育活動支援員の活躍と効果を観察さ

れる。 



 

 - 9 - 

 

（委員）生徒指導関係にあるいじめとは、具体的にどのような

ものか。  

 

（事務局）嫌がらせ、除け者、仲間外れといったものである。  

 

（委員）その中で傷害事件的なものは発生していないか。  

 

（事務局）傷害事件に至っているものはない。  

 

（委員）いじめの原因としていろいろ考えられるが、教師の指

導力不足もあるのではないか。いじめの原因となる項目を

教師自らが整理することで原因が隠れてしまうことはない

のか。 

 

（事務局）教師等の指導が適切でなく、結局、不登校状態が長

引いてしまうことは、可能性としてあると考えられる。よ

って、教師一人一人の対応ではなく、いじめに関しては、

早期発見の研修に努める一方、校内組織で対応することが

重要だと考えている。  

 

イ 教育センター報告事項について  

○ 梶本教育センター所長が次のように報告した。  

研修会として、専門研修講座を９月から１０月にかけて

７回開催した。９月の教育相談は、電話２９４件、面接４

７件の計３４１件であった。青少年悩みの相談については、

電話２９件、面接６５件の計９４件であった。不登校対策

適応教室については、９月２８日 (金)に兵庫教育大学が主

催している校外学習「ＮＡＮＡっくす子どもフェスタ」に

参加した。１０月９日（月）に栽培活動としてみずほの郷

において芋ほりに参加した。今後の予定として、明日、い

じめ不登校を考えるフォーラムを開催する。適応教室校外

学習として、１０月２９日（月）に神戸市の洞川教育キャ

ンプ場で「第２回デイキャンプ」に参加予定である。青少

年センターの事業実施状況について、９月１９日（水）に
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人の目の垣根隊の研修会を開催した。１０月６日（土）、

７日（日）は大宮神社祭りの特別補導を実施した。また、

１０月２０日（土）、２１日（日）には、岩壺神社祭りの

特別補導を実施する。  

 

ウ 文化スポーツ振興課報告事項について  

○ 松村文化スポーツ振興課長が次のように報告した。  

１０月８日（体育の日）に第４８回市民ハイキングを神

戸電鉄との共催事業として実施し、参加者は約２３０名で

あった。１０月７日（日）から１４日 (日)に第２８回みな

ぎの書道展を開催した。出品数は８６５４点あり、うち特

別賞として１００点について、最終日の１４日（日）に表

彰した。来場者数は約３０００人であった。また、ふれあ

い広場では、会期初日の７日と最終日の１４日に、みよし

茶道サークルと吉川高校茶道部によるお茶の野点があり、

約４００人の来客数があった。今後の予定として１０月２

１日（日）に第３１回市民合唱祭を開催する。１０月２９

日（月）第２回市長杯ゴルフ大会を花屋敷ゴルフクラブひ

ろのコースで開催する。一般の部、シニアの部、グランド

シニアの部、レデイースの部に多数の応募があり、抽選に

よる１５０人が参加予定である。１０月２２日（月）から

１１月４日（日）まで、文化会館大ホール前において第５

１回三木市菊花展覧会を開催する。表彰式は１１月３日

（土）の金物まつりにおいて実施する。１１月４日 (日)に

歴史・美術の杜イベントとして、三木合戦遺跡めぐりと金

物ツアーを予定している。また、１１月１７日（土）に小

学生スナッグゴルフ大会を三木総合防災公園芝生広場で開

催する。１１月１８日（日）少年スポーツ大会を三木山総

合公園陸上競技場で開催する予定である。競技種目は、野

球、サッカー、バレーボール等記載のとおりである。  

 

エ 市民協働課報告事項について  

○ 木村市民協働課長が次のように報告した。  

平成２４年度社会教育及び生涯学習に係る補助執行の上

半期の事務報告を行う。  
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（１）人権尊重の文化に満ちたまちづくりでは、各公民

館が地推協の事務局として地域の住民学習等について推進

している。平成２３年度は、細川地域と緑が丘地域をモデ

ル地域として人権推進担当を配置していたが、２４年度は

全地域に人権推進担当を配置し、人権啓発パネル展や老人

クラブの人権研修、ふれあいサロンでの人権研修などを実

施している。 

（２）家庭の教育力の向上については、乳幼児学級を中

心に親子行事や交流の場づくりを進めている。 

（３）生涯学習基盤の充実については、公民館において

女性セミナー、ライフステージに応じた学習講座を実施し

ている。また、高齢者大学では、卒業後に地域活動に繋が

る講座ということを意識してカリキュラムを組んでいる。

別所ふるさと交流館では、５月３１日（木）に営業許可を

取得し、地域活性化のための喫茶、食堂をオープンした。  

（４）指導者の養成と人材の活用については、「みっき

ぃ生涯学習講師派遣事業」として、上半期５２回の派遣を

行った。約３年に亘って実施してきた地域づくりのリーダ

ー養成のためのまちづくりキーマン養成講座は９月で終了

した。 

（５）地域に根ざした市民活動の活性化については、各

地域での納涼大会などの各種イベントのほか、まちづくり

よろず相談などの公民館活動を推進する一方、こども会や

ＰＴＡなどの社会教育関係団体へ補助金を交付し活動を支

援した。  

（６）子どもを守り育てる地域づくりについては、従来

どおり親子ふれあい教室やサマースクールなどの体験交流

活動を実施している。  

（７）社会教育施設の管理については、市立公民館、三

木南交流センター、まなびの郷みずほ、別所ふるさと交流

館の施設管理及老朽化に伴う施設の改修、整備を計画的に

実施している。なお、三木南交流センターは本年６月１０

日（日）に体育館が完成した。  

 

（委員）地域人権学習の推進について、住民学習の開催が１３
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１回、参加者２８９３人とあるが、前年度と比較してどの

ような状況か。 

 

（事務局）ほぼ、同じである。 

 

（委員）今年から青山地域において、住民学習を実施されると

あるが参加人数が増えるのではないか。  

 

（事務局）増えることを期待している。 

 

*************************************************** 

 

（非公開） 

協議事項９ 三木市教育委員会奨学金制度の改正について  

 

協議事項９は、三木市教育委員会会議規則第７条第１項

ただし書きの規定により、非公開として審議したため、同

規則第２３条の規定により、内容については記載しない。  

 

*************************************************** 

 

５ その他 

(1) 次回定例教育委員会の開催日時について  

里見委員長が、次回の定例教育委員会の開催予定日時につい

て諮り、平成２４年１１月２１日（水曜日）、午後２時から開

催することを決定した。  

 

 

６ 閉  会 

里見委員長が、平成２４年１０月三木市教育委員会定例会の閉

会を宣言した。  

 

 


